
　

子
の
自
立
に
む
け
て
日
頃
悩
ん
で
い
る

事
を
、
参
加
さ
れ
る
み
な
さ
ん
と
共
に
考

え
て
行
き
ま
し
ょ
う
。
ご
家
族
の
よ
り
良

い
関
係
作
り
の
た
め
に
、日
頃
の
聴
き
方
・

話
し
方
を
振
り
返
り
な
が
ら
臨
床
心
理
士

と
共
に
自
然
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
方

法
を
会
得
す
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。
皆

様
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
参

加
無
料
で
す
。

【
日
時
】
９
月
21
日
㈯
※
毎
月
第
３
土
曜

日
、
午
後
２
時
～
３
時
30
分

【
場
所
】
山
梨
県
立
青
少
年
セ
ン
タ
ー　

リ
バ
ー
ス
和
戸
館

【
進
行
役
】
今
村  

亨
臨
床
心
理
士

【
参
加
対
象
者
】
若
年
未
就
業
者
の
親
・
家
族

【
申
し
込
み
方
法
】ま
ず
は
お
電
話
下
さ
い
。

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】
山
梨
県
若

者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
☎
０
５
５

（
２
３
０
）
２
２
３
９

　

県
行
政
書
士
会
で
は
、
次
の
と
お
り
行

政
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会
を
行
い
ま
す
。

【
相
談
内
容
】
遺
言
相
続
・
会
社
、
法
人

設
立
相
談
・
営
業
許
認
可
・
成
年
後
見
・

農
地
利
用
関
係
・
契
約
書
作
成
・
外
国
人

業
務
・
事
務
代
行
な
ど

■
対
面
相
談
（
県
内
５
会
場
）

【
日
時
】
10
月
５
日
㈯
午
前
10
時
～
午
後

4
時
（
予
約
不
要
）

【
会
場
】
▽
ぴ
ゅ
あ
総
合
小
研
修
室
１

☎
０
５
５
（
２
３
５
）
４
１
７
１
▽
富

士
川
町
民
会
館
☎
０
５
５
６
（
２
２
）

７
２
１
２

【
問
い
合
わ
せ
】
山
梨
県
行
政
書
士
会
☎

０
５
５
（
２
３
７
）
２
６
０
１

　

法
務
局
で
は
次
の
と
お
り
法
務
局
講
座

を
開
講
し
ま
す
。

【
日
時
・
講
座
内
容
】
10
月
６
日
㈰
▽
「
相

続
に
つ
い
て
」
午
前
10
時
30
分
～
11
時
30

分
▽
「
遺
言
制
度
・
任
意
後
見
制
度
に
つ

い
て
」
午
後
１
時
20
分
～
２
時
50
分

【
場
所
】
甲
府
合
同
庁
舎

【
講
師
】
法
務
局
職
員
及
び
公
証
人

【
そ
の
他
】
▽
聴
講
は
無
料
で
す
が
予
約

が
必
要
で
す
。
▽
聴
講
定
員
は
各
講
座
30

名
で
す
。
▽
聴
講
の
予
約
は
法
務
局
の
総

務
課
で
受
け
付
け
ま
す
。

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】
甲
府
地
方

法
務
局
総
務
課
☎
０
５
５
（
２
５
２
）

７
１
５
３

　

建
退
共
制
度
は
、
中
小
企
業
退
職
金
共

済
法
に
基
づ
き
、
建
設
現
場
労
働
者
の
福

祉
の
増
進
と
建
設
業
を
営
む
中
小
企
業
の

振
興
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
退
職
金

制
度
で
す
。
こ
の
制
度
は
、
事
業
主
の

方
々
が
、
労
働
者
の
働
い
た
日
数
に
応
じ

て
掛
金
と
な
る
共
済
証
紙
を
共
済
手
帳
に

貼
り
、
そ
の
労
働
者
が
建
設
業
界
で
働
く

こ
と
を
や
め
た
と
き
に
建
退
共
か
ら
退
職

金
を
支
払
う
と
い
う
、
い
わ
ば
業
界
全
体

で
の
退
職
金
制
度
で
す
。

【
加
入
で
き
る
事
業
主
】
建
設
業
を
営
む
方

【
対
象
の
労
働
者
】
建
設
業
の
現
場
で
働
く
人

【
掛
金
】
日
額
３
１
０
円

【
特
徴
】
▽
国
の
制
度
な
の
で
安
全
、確
実
、

申
し
込
み
手
続
き
は
簡
単
で
す
。
▽
経
営

事
項
審
査
で
加
点
評
価
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
▽
掛
金
の
一
部
を
国
が
助
成
し
ま
す
。

▽
掛
金
は
事
業
主
負
担
と
な
り
ま
す
が
、

法
人
は
損
金
、
個
人
で
は
必
要
経
費
と
し

て
扱
わ
れ
、
税
法
上
全
額
非
課
税
と
な
り

ま
す
。
▽
事
業
主
が
変
わ
っ
て
も
退
職
金

は
企
業
間
を
通
算
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

▽
自
社
の
福
利
厚
生
に
便
利
な
提
携
施
設

の
割
引
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
ま
す
。

【
特
例
措
置
の
お
知
ら
せ
】
建
退
共
で
は
、

地
震
等
に
よ
り
災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ

た
皆
様
に
対
し
、
各
種
手
続
き
の
特
例
措

置
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】
建
退
共
山
梨
県
支
部

☎
０
５
５
（
２
３
５
）
４
４
２
１

インフォメーション・お知らせ

　

町
で
は
、
給
食
セ
ン
タ
ー
の
パ
ー
ト
調

理
員
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

【
職
務
内
容
】
パ
ー
ト
調
理
員

【
募
集
人
員
】
１
名

【
勤
務
地
】
町
内
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

【
勤
務
時
間
】
午
前
８
時
30
分
～
午
後
０

時
30
分

【
応
募
条
件
】
町
内
在
住
の
方
、
有
資
格

者
歓
迎

【
選
考
方
法
】
書
類
審
査
、
面
接

【
提
出
書
類
】
履
歴
書
（
写
真
貼
付
）
※

健
康
診
断
書
を
任
用
決
定
後
に
提
出

【
任
用
予
定
】
平
成
25
年
10
月
１
日

【
募
集
期
間
】
９
月
17
日
㈫
ま
で

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】
町
教
育
委

員
会
教
育
総
務
課
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
係

☎
０
５
５
（
２
７
２
）
０
０
１
９

　

町
で
は
、
町
営
富
士
見
住
宅
の
入
居
者

を
募
集
し
ま
す
。

■
町
営
富
士
見
住
宅
１
号
棟（
富
士
見
地
区
）

【
募
集
戸
数
】
２
Ｄ
Ｋ
（
１
戸
）

【
建
築
年
】
平
成
17
年
築

【
家
賃
】前
年
の
所
得
を
基
に
計
算（
参
考
）

１
９
，
９
０
０
円
～
５
２
，
９
０
０
円
）

【
入
居
資
格
】
▽
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る

方
▽
公
営
住
宅
法
の
規
定
に
よ
る
収
入
基

準
以
下
で
あ
る
こ
と
▽
現
在
、
他
の
公
営

住
宅
に
入
居
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど

【
募
集
期
間
】
９
月
９
日
㈪
～
25
日
㈬
（
平

日
午
前
８
時
30
分
～
正
午
・
午
後
１
時
～

５
時
）
※
入
居
は
10
月
初
旬
か
ら

【
申
込
方
法
】
必
要
書
類
に
所
要
事
項
を

記
入
し
、
本
人
ま
た
は
申
し
込
み
事
情
を

詳
し
く
説
明
で
き
る
方
が
町
建
設
課
ま
で

持
参
し
て
下
さ
い
。

【
選
考
方
法
】
市
川
三
郷
町
営
住
宅
設
置

及
び
管
理
条
例
の
規
定
に
よ
る

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】
町
建
設

課
町
営
住
宅
係
☎
０
５
５
（
２
７
２
）

６
０
９
０

　

10
月
６
日
に
全
国
一
斉
で
法
務
局
休
日

相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

【
日
時
】
10
月
６
日
㈰
午
前
10
時
～
午
後
３
時

【
場
所
】
甲
府
合
同
庁
舎

【
相
談
員
】
法
務
局
職
員
、
公
証
人
、
司
法

書
士
、
土
地
家
屋
調
査
士
、
人
権
擁
護
委
員

【
相
談
内
容
】
▽
登
記
に
関
す
る
こ
と
▽

筆
界
に
関
す
る
こ
と
▽
い
じ
め
、
虐
待
な

ど
の
人
権
問
題
▽
地
代
、
家
賃
の
供
託
に

関
す
る
こ
と
▽
婚
姻
、
離
婚
な
ど
戸
籍
に

関
す
る
こ
と
▽
成
年
後
見
制
度
▽
遺
言
等

公
正
証
書
作
成
▽
そ
の
他
法
務
局
の
所
掌

事
務
に
関
す
る
こ
と

【
そ
の
他
】
▽
相
談
時
間
は
一
人
50
分
程

度
▽
相
談
は
無
料
で
す
が
予
約
が
必
要
で

す
▽
相
談
内
容
は
固
く
秘
密
を
守
り
ま
す

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】
甲
府
地
方

法
務
局
総
務
課
☎
０
５
５
（
２
５
２
）

７
１
５
３

　

県
で
は
、
平
成
25
年
度
山
梨
県
動
物
愛

護
デ
ー
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

【
日
時
】
９
月
23
日
㈪
、
午
前
10
時
～
午

後
３
時

【
場
所
】
ア
イ
メ
ッ
セ
山
梨
（
甲
府
市
大

津
町
２
１
９
２
ー
８
）

【
内
容
】
▽
第
35
回
動
物
愛
護
図
画
コ
ン

ク
ー
ル
表
彰
式
▽
長
寿
犬
飼
育
者
表
彰
式

▽
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
「
わ
ん
ち
ゃ
ん
、
ね
こ

ち
ゃ
ん
の
き
も
ち
を
知
っ
て
仲
よ
く
な
ろ

う
！
」
▽
犬
ね
こ
無
料
健
康
相
談
▽
動
物

の
お
医
者
さ
ん
体
験
コ
ー
ナ
ー
▽
体
験
乗

馬
▽
犬
ね
こ
飼
い
方
相
談
な
ど

【
問
い
合
わ
せ
】
県
福
祉
保
健
部
衛
生
薬

務
課
☎
０
５
５
（
２
２
３
）
１
４
８
９

　

県
で
は
9
月
10
日
に
屋
外
広
告
の
日
の

記
念
行
事
と
し
て
、
市
町
村
や
民
間
事
業

者
等
と
協
力
し
て
「
屋
外
広
告
の
日
一
斉

活
動
」
を
実
施
し
、
制
度
の
Ｐ
Ｒ
活
動
や

違
反
広
告
物
の
簡
易
除
却
を
行
い
ま
す
。

　

普
段
皆
さ
ん
が
屋
外
に
設
置
し
て
い
る

広
告
看
板
等
は
、
商
業
活
動
を
ア
ピ
ー
ル

す
る
の
に
と
て
も
大
切
な
手
段
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
個
性
を
表
現
す
る
有
効
な
方
法
の

一
つ
で
す
が
、
無
秩
序
に
設
置
さ
れ
る
と

街
並
み
や
自
然
景
観
を
乱
す
原
因
と
も
な

り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

美
し
い
県
土
づ
く
り
の
た
め
、
ル
ー
ル

に
沿
っ
た
良
好
な
屋
外
広
告
物
の
表
示
に

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
山
梨
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
下
さ
い
。「
山
梨
県 

屋
外
広
告
物
」

で
検
索
で
き
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】 

峡
南
建
設
事
務
所 

都

市
計
画
・
建
築
課 

都
市
計
画
担
当
☎

０
５
５
（
２
４
０
）
４
１
２
０

パ
ー
ト
調
理
員
募
集

町
教
育
委
員
会

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

町
建
設
課

インフォメーション・お知らせ

峡南災害対策フォーラム
～もし明日、災害が起きたら あなたならどうする？～

【日　　時】９月13日㈮　PM７:30 ～ PM９:30
【会　　場】身延町 中富総合会館
【参  加  費】無料
〔第１部〕基調講演会「災害発生時における地域の備え」

講師：NPO 法人災害・防災ボランティア未来会
代表 山下博史氏

〔第２部〕パネルディスカッション

問峡南青年会議所 ☎ 090-2487-0168（担当佐野）

行
政
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

山
梨
県
行
政
書
士
会

ピ
ア
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ー
ク
ル

県
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

９
月
10
日
は
「
屋
外
広
告
の
日
」で
す

県
美
し
い
県
土
づ
く
り
推
進
室

知
っ
て
い
ま
す
か
？
建
退
共
制
度

建
退
共
山
梨
県
支
部

山
梨
県
動
物
愛
護
デ
ー
開
催

山
梨
県

警察の相談ダイヤル #9110
　９月11日は「警察相談の日」です。犯罪など
による被害防止、安全と平等・不安なこと、相談
先がわからないなど、身近な相談に応じています。

問鰍沢警察署☎０５５６（２２）０１１０

相談は山梨県警察総合相談室へ
■緊急でない相談は#9110
＃９１１０は携帯電話、プッシュ回線様です。
ダイヤル式電話の場合は 055-233-9110へ

■事件事故など緊急の場合は110 番

全
国
一
斉
・
法
務
局
休
日
相
談
所

甲
府
地
方
法
務
局

法
務
局
講
座
を
開
講
し
ま
す

甲
府
地
方
法
務
局

ボランティア募集
　社会福祉協議会では９月 15 日
㈰に市川大門町民会館にて市川大
門地区敬老会を行います。当日の
受付、接待などお手伝いいただけ
るボランティアを募集します。

【募集期限】９月 10日㈫
【申し込み・問い合わせ】

市川大門地区敬老会実行委員会事務局
（社会福祉協議会内）☎ 055-272-4179
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正解者５名の方に抽選で記
念品を差し上げます。

（記念品は月によって内容が
変わる場合があります。ご了
承下さい）

（必要事項が明記されていない場
合は、対象からはずさせていた
だきます）

クイズに答えて記念品をゲット！

対応する携帯電話などで読みとると、
本町のメールアドレスを表示します

〈メルアドＱＲコード〉

■先月号の答え

　今年、全国的に大量発生している蛾
の名前は『･･･』ガ？の答えは②番の「マ

イマイ」が正解でした。

　おめでとうございます。次の方が当
選されました。記念品をお贈りします。
ニャンコ先生さん、くまもん大好きさん、

三珠のばばさん、澤登かね子さん、

くうちゃんさん

①  畑かん   ②  地かん   ③  笛かん

ハガキまたはメールで、クイズの答え、
住所、氏名及びペンネーム、年齢、電話
番号、広報の感想や町への意見を書き
〒 409-3601 市 川 三 郷 町 市 川 大 門
1790-3 市川三郷町役場総務課広聴広報
係までご応募下さい。
ims1790
@town.ichikawamisato.
yamanashi.jp

（締切）９月13 日必着

《問題》

〜ヒントは広報紙の中に〜
　笛吹川沿岸畑地かんがい事業の通

称は『･･･』？

▲天野 宣氏の演奏で演武を披露す
るサント・トーレ氏

　７月 28 日、富士見ふれあいの森公園では「六郷地区公民館ふれ
あい夏祭り」が開催されました。祭りでは、水でっぽうの工作教室
やにじますのつかみ取り＆塩焼き、流しそうめんなどで多くの子ど
もが楽しみました。
　このほか、町内各地区で「納涼会」、「盆踊り」が開催されました。
伺ったところを写真でご紹介します。

届け、平和の願い
広島平和記念式典派遣団
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作って、捕って、たくさん食べたぞー！
六郷地区公民館ふれあい夏祭り

　7 月 31 日、8 月 2 日の 2 日間、六郷小学校の児童が配食ボ
ランティアを体験しました。配食ボランティアとは、一人暮らし
などの高齢者宅へお弁当を届けるボランティアです。児童から
お弁当を受け取った高齢者は、表情も明るく大変喜んでいまし
た。体験終了後はフードバンク活動の説明を受け、食の大切さ
について理解を深めながら配食弁当を試食しました。
　体験を終えた児童からは「お年寄りの方は、たくさんの人に
支えられて生きていると思いました。」「この体験で、笑顔で対
応することが大切だと感じた。」など感想をいただきました。

夏休みにボランティア活動をしました！

　社協は、町民の皆様と一緒に
地域福祉活動を進めていきます。

問町社会福祉協議会 ☎ 055-272-4179

　町では、８月６日に広島平和記念公園で行われた「広島平和記念式
典」に代表団を派遣しました。式典への派遣は今回で 22 回目。派遣
団は一瀬 勝団長を中心とした、町内の小中学生と関係者総勢 33 名。
派遣団一行は平和記念式典、広島市原爆死没者慰霊式に出席したほ
か、原爆資料館を見学するなど戦争、原爆の恐ろしさを改めて知り、
さらなる平和を願いました。（写真・平和記念公園にて）

国境を越えた交流
長谷川空手スクール

　長谷川空手スクール（長谷川伸一
代表）では、空手と太鼓のコラボレー
ションコンサートを歌舞伎文化公園
にて開催しました。コンサートでは、
イタリア・ナショナルチームコーチ 
サント・トーレ氏と和太鼓奏者天野  
宣氏との普段では味わえない勇壮な
演奏（演武）も披露されました。こ
のほか三珠歌舞伎太鼓も披露され、
歌舞伎文化の地で国境を越えた和の
文化交流が図られました。

善意ありがとうございます

地域の話題や情報をお寄せ下さい
総務課広聴広報係☎ 055-272-1102

■豊和尋常高等小学校尋常科昭和 10 年

度卒業生有志（代表 保坂幸夫様）より、
教育活動にお役立ていただきたいと、Ｉ
Ｃレコーダーなど（計５点）を出身小学
校に寄付をいただきました。

▲ふれあい夏祭りでの「水でっぽう工作」「ますのつかみどり」の様子

▼８月10 日《まちや夏まつり》盆踊り前に突然にんにん登
場！子どもたちと仲良く「にん！どん！ぽん！」を踊りました。

▲８月14 日《宮原区 納涼盆
踊り大会》かき氷あり、焼き
鳥あり、金魚すくいありと内
容盛りだくさんでした。

▲８月 14 日《高田地区盆踊り大会》

▼８月 14 日《大木ふるさと夏
まつり》普段火消し役の消防
団員がこの日は火付け役に。

▲８月15 日《津島神社祭典（葛篭沢）》稚児の舞が
奉納されました。暑い中きれいに舞えました。
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～　母子健康手帳の発行　～

※六郷地区住民健康診断及び貯筋教室日程はイベントカレンダーをご覧下さい

～　予防接種　～

～　離乳食教室　～

子宮頸がん
予防ワクチン

　平成 25 年 6月 14 日現在、国からの勧告により、子宮頸がん予防ワクチ
ンの積極的勧奨は差し控えられています。接種をご希望の方は医師と相談し
て、ワクチンの効果や有効性、リスクを理解した上で接種をお願いします。
＊積極的勧奨とは…
　接種対象年齢などの方に対し、個別に通知を送るなどして接種を促すことを言
います。
＊子宮頸がんの予防ワクチンが定期接種の対象であることは変わりませんので、
希望する場合には予防接種を受けることは可能です。

２種混合
(DT：ジフテリア ･破傷風 )

麻しん風しん２期

【対象者】２ 種 混 合　　　⇒ H13.4.2 ～ H14.4.1 生（小学６年生）
　　　　　麻しん風しん２期⇒ H19.4.2 ～ H20.4.1 生
　６月 30 日時点で２種混合、麻しん風しん２期の対象児で予防接種をお受
けになっていないお子さまに７月下旬に通知を送りました。
＊既に接種済の場合は、ご容赦願います。
＊２種混合については、現在中学１年生で接種できなかった児は 13歳の誕生日
の２日前まで公費負担で接種できます。

ＢＣＧ（結核） 【対象者】生後１歳に至るまでの間 
【標準的な接種期間】生後５～８カ月

日本脳炎

【通常接種】対象者：H19.4.2 以降生まれ 
第Ⅰ期⇒３～４歳（接種対象年齢は６カ月～７歳６カ月未満）
第Ⅱ期⇒９～１３歳未満

【特例】対象者：H7.4.2 ～ H19.4.1 生まれの児 ※特例対象者は不足回数分の定期
予防接種を、20 歳の誕生日の２日前まで公費負担で受けることができます。

ヒブワクチン
小児用肺炎球菌

ワクチン

　平成 25 年４月１日から定期予防接種の対象となりました。接種費用は引き続
き全額助成で受けられます。
＊ヒブワクチンの追加接種は、「おおむね１年」の間隔から「７～ 13 カ月までの間」
に変更になりました。

健診や予防接種等の日程をお知らせします。
日時、会場等をご確認のうえ、お出かけ下さい。

いきいき健康課☎ 0556-32-2114

■対象日に都合がつかない方は、いきいき健康課
子育て支援係までご連絡下さい。

～　乳児・幼児健診　～

たかが「枕」、されど「枕」

　私たち人間は、人生の１/ ３の時間を睡眠
時間にあてていると言われています。
　朝起きた時に、肩こり、頭痛、首の痛み、
腰痛や「なんだか熟睡できない、疲れがとれ
ない…」ということはありませんか？もしこ
のような症状が慢性的にある場合、ちょっと

「枕」に目を向けてみて下さい。首には大きな
神経があり、頭・首・肩・腕・指先にまで影
響しています。合わない枕を使い続けること
で、首に負担がかかり、様々な症状を引き起
こすとともに、睡眠の質が低下し、日常生活
にも支障をきたします。普段何気なく使って
いる枕ですが、実は健康を考える上でとても
重要な役割を果たしているものなのです。
　では、どのような枕が良いのでしょうか？
そもそも枕には首と布団の間の隙間を埋める
役割があります。これは立っているときと同
じ姿勢（Ｓ字ライン）を維持するためです。
枕が高すぎると、首が不自然に湾曲し、肩こ
りや首筋のはり、頭痛、いびきなどが生じ、
枕が低くても、寝つきが悪い、熟睡感がない、
起床時の顔のむくみ、くびのしわ、口呼吸な
どが生じる事があります。頭の形や体格など
により個人差はありますが、理想的な寝姿勢
は「立っている状態の姿勢」です。頚椎が自
然な湾曲を保てることが大切です。また、一
晩に約 20 ～ 30 回打つと言われてる寝返り
の打ちやすさもまた安眠の１つです。横向き
で寝た状態で「鼻・喉・へそ」が一直線に
なる枕の高さが最も寝
返りが打ちやすいよう
です。これらを踏まえ、
ご自分の寝姿勢を誰か
にチェックしてもらい、
枕の高さが適当かどう
かみてもらうといいで
すね。
　良質な睡眠は毎日の生活を楽しく豊かにす
るといっても過言ではありません。一度ご自
分の「枕」を見直してみてはいかがでしょう。

（保健師・斎藤美恵）

■□■４カ月児・７カ月児健診
【とき・場所】９/10 ㈫ 三珠健康管理センター

※日程が変更になりました

【受付時間】午後１時～１時 30 分
【対　　象】平成 25 年２月、５月の出生児
【持 ち 物】母子健康手帳、バスタオル

■□■ 10 カ月児・13 カ月児健診
【とき・場所】９/26 ㈭ 三珠健康管理センター
【受付時間】午後１時～１時 30 分
【対　　象】平成 24 年８月、11 月の出生児
【持 ち 物】母子健康手帳、バスタオル

■□■３歳児健診
【とき・場所】９/19 ㈭ 三珠健康管理センター
【受付時間】午後１時～１時 30 分
【対　　象】平成 22 年５月～７月、
【持 ち 物】母子健康手帳、問診票、
　　　　　　普段使用の歯ブラシ、尿スティック

■□■六郷地区幼児健診
【とき・場所】９/11 ㈬ 六郷ふれあいセンター
【受付時間】午後１時～１時 30 分
【対　　象】

　　　１歳６カ月児 ⇨ 平成 23 年 12 月～
　　　　　　　　　　　平成 24 年２月の出生児
　　　３歳児 ⇨ 平成 22 年６月～８月の出生児
　　　５歳児 ⇨ 平成 20 年７月～９月の出生児

【持 ち 物】母子健康手帳、問診票、
普段使用の歯ブラシ、尿スティック（３歳児のみ）

【と　　き】９/３㈫、９/19 ㈭
【場　　所】三珠健康管理センター１階機能訓練室

【受付時間】午前 10 時（時間厳守）
※発行には１時間 30 分程度かかります。

【持 ち 物】印鑑
※ 発行は原則として本人に限ります。
※ 上記の日程以外での発行はいきいき健康課のみの

発行になります。日程が合わない場合やお急ぎの方
は子育て支援係までご連絡下さい。

【と　　き】９/６㈮
【場　　所】三珠健康管理センター２階調理室
【受付時間】午前９時 30 分～１０時
【対　　象】おおむね妊娠５カ月以上の妊婦、
　　　　　お子さまが生後５カ月未満の方

【持 ち 物】母子健康手帳、エプロン、筆記用具、
　　　　　児のスプーンや容器
※ 予約制ですので申し込み問い合わせはいきいき健康

課子育て支援係までご連絡下さい。
※ 託児を希望される方は、申し込み時に「託児希望」

とお伝え下さい。

～　母親学級　～

■１回目
【と　　き】10/４㈮
【場　　所】三珠健康管理センター
【受付時間】午後１時～１時 30 分
【対　　象】町内にお住まいの妊婦さん
【持 ち 物】母子健康手帳、筆記用具
【内　　容】母乳について、妊娠中の食生活について

～　子宮がん検診　～

【期間】平成 26 年１月３１日まで

【対象】平成 26 年３月末日現在で 20 歳以上の女性
【自己負担金】  ■頸部検診 1,500 円　 ■頸体部検診
2,200 円（医師が必要と認めた方のみ）

【持ち物】すでに送付済みの受診票、保険証

※ 申込者には受診票、医療機関一覧表を送付します。
※ 検診期間以外に受けた場合は実費になります。
※ 今から受診を希望される方は健康増進係まで連絡

をお願いします。
※ 無料クーポン券対象の方は必ず券を持参して下さい。
※ 今年度から、年度末の年齢が 26,31,36,41 歳の無

料クーポン券対象者は、ＨＰＶ検査も併せて無料で
受けることができます。この機会にぜひ子宮頸がん
検診をお受け下さい。※子宮頸がんの多くの原因は
ＨＰＶウイルスです。

★☆★ 今からでも申し込みできます！ ★☆★
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